
（調査表の記入）

提出

別紙（用紙１）

出来る限り早く

＊　全部で4878頭です（８月１８日現在） まで

＊ 既に保健所等から連絡を受けて確認済みのものを記入

＊ （独）農畜産業振興機構のホームページで検索する

「国産牛肉信頼回復対策事業の対象となる個体識別番号一覧表」 とりまとめ

全肉連のホームページからもリンクしてあります。 まで

＊　在庫している牛肉の個体識別番号を、家畜改良センターの 送付

「牛の放射線物質に関する検索システム」に入力し検索すると、

汚染稲わらを給与されたものか否かが解ります。

● 保健所等に届け出ていないものは、「全肉連」の持ち物として、

保健所に届けることになりますから。　個人商店・企業の名称は

外部へは出しませんので、安心して、対象物全てを調査表に

記載し提出して下さい。

別紙（用紙２）

＊ 福島県・宮城県・岩手県・栃木県から出荷された牛肉

＊ 在庫している牛肉の個体識別番号を「家畜改良センター」の

個体識別番号検索サービスでと畜・産地等を確認して記入します。

● 事業者（食肉販売業者）の保有状況を、急ぎ集計するものであり、

数量等の確定などは、下記参加申請書に記載されれば良い。 上記集計が終了後開始

事業者はこの間で参加申請書の準備をしておく

まで

とりまとめ

まで

■国産牛肉信頼回復対策事業のしくみのフローチャート

スケジュール・期限

食肉販売業者

県本部

1 牛肉保有調査

放射線セシウム汚染稲わらを給与された牛肉の保有状況調査表

①

承認

県本部

全肉連
＊　対象となる牛肉の所有者は参加申請書に記入し提出

8月30日

2 参加申請書の提出

食肉販売業者

①

事業参加申請書

2 賠償請求の移譲の同意書

8月29日

全肉連

② 出荷制限指示を受けた地域から出荷された牛肉の保有状況調査表

9月12日

書類送付

9月9日



● 同時提出文書・・同意書

＊ 助成する金額は、本来個々の事業者が東京電力に損害の賠償請求するもの。

今回の助成金は国（（独）農畜産業振興機構）が立て替えるものです。

＊ スキーム(別紙)のように、各事業主体で協議会を形成し、東電に損害賠償

請求します。事業参加者は、同意文書を、申請書と同時に提出する。

◎ 同意しない場合は、当該事業に参加しないで、個人（単独企業）で、

東電へ損害賠償を求める等をすることになる。

① 汚染稲わら給与牛肉の処分事業 ① 汚染稲わら給与牛肉

② の処分事業のみ

共通添付書類 （既に下記書類の有る場合）

仕入れ伝票 営業冷蔵庫の 放射線検査結果

個体識別番号 ① 寄託契約書 保健所の

と照合出来るもの ② 入庫証明書 収去命令書（写し）

③ 在庫証明書

（参加申し込みと同時並行でする）

保管契約

入庫

　その他７月８日以降

８月末日迄

（独）農畜産業振興機構・事業主体

による現品の確認

申請書に添付する書類

流通在庫牛肉の保管事業

①

4

②

② 東京電力への損害賠償請求権の移譲・代位する同意書

③

3 営業冷蔵庫に預け入れ

汚染稲わら給与牛肉の保管

最大４，８７８　頭

流通在庫牛肉の保管

福島・宮城・岩手・栃木出荷牛

福島県４月１日以降

営業冷蔵庫

全肉連

食肉販売業者

預け入れ

現品の確認（DNA検査含む）
営業冷蔵庫

食肉販売業者が契約して

いる営業冷蔵庫他



＊ 焼却処分の方法等は、今後、県連・事業主体（全肉連等）で詰める

事業主体等による放射線検査の実施

現品の確認を終了し、放射線検査をして

県連等毎にとりまとめ、概算請求を

事業主体に行う

請求

＊中途実績（９月３０日まで）に基ずき１０月１０日までに概算請求

？

＊事業主体（全肉連など）で１０月中に（独）農畜産業振興機構に請求

＊ １１月中旬までに概算支払いの予定 請求

請求

①は終了次第提出

②は原則として

平成２４年３月２０日まで

（実績報告書）

① 焼却証明書

② 焼却費用 ① 寄託契約書 ① 分析証明

領収書 ② 入庫証明書 ②収去命令書 まで

③ 在庫証明書 ③ 分析領収書

④ 凍結料領収書

輸送費等

現場出張旅費

①　領収書 平成２４年４月２０日まで

保管事業

機構

10月10日

011/10/15まで

支払い予定

実績報告7

① 基準値を超えた牛肉等

焼却処分

概算払い

食肉販売業者

流通在庫牛肉

処分事業

全肉連等

①
汚染稲わら給与牛肉

機構

基準値を十分下まった牛肉

10月31日

販売

食肉販売業者

県本部

県本部

全肉連

平成24年4月5日

②

検査機関

11月20日

予定

11月30日

放射線の検査

放射線検査営業冷蔵庫

11月10日

5

②

6



● 補助対象経費

■汚染稲わら給与牛肉処分事業

① 買い上げ価格単価は（単位円・ｋｇ当たり）何れか安い価格

＊ 仕入れ伝票の価格が下表の価格より安い場合は、仕入れ価格の単価を記入

＊ 仕入れ伝票の価格が下表の価格より高い場合は、仕入れ価格相当額を記入

＜仕入れ価格相当額＝価格の上限になる＞（単位ｋｇ・円）

② 輸送経費（実費）

事業主体が集める場所、処分する場所への輸送費　上限は枝肉ｋｇ当たり　１２円。　　

部分肉　２０ｋｇ当たり（１箱当たり）１，９５０円）

③ 一時保管費（実費）

１５日（１期）１ｋｇ　当たり　上限　２円８０銭　

① 冷凍差額

仕入れ価格・仕入れ価格相当額の何れか安い価格の１６％

（例）１　　和牛部分肉２０ｋｇ　の （例）１　　和牛部分肉セット２８０ｋｇ　の

仕入れ価格　２，０００円の場合 仕入れ価格　２，０００円の場合

円 × ｋｇ× ＝ 円 円 × ｋｇ× ＝ 円

（例）２　和牛部分肉２０ｋｇ　の （例）２　和牛部分肉セット２８０ｋｇ　の

仕入れ価格　３，０００円の場合 仕入れ価格　３，０００円の場合

円 × ｋｇ× ＝ 円 円 × ｋｇ× ＝ 円

② 凍結料（実費）

凍結料金を徴収されたもの。　　上限　２３．４円　ｋｇ当たり

③ 保管経費（実費）

入出庫量　　１０円９９銭が上限　　　　

保管料　Ⅰ期（１５日）　２円８０銭　が上限

④ 放射線検査費（実費）

検査費　　　２５，０００円が上限

検査用サンプル買い取り費

サンプル重量×仕入・仕入相当額の低い価格

乳用牛去勢

和牛

交雑牛

348

656

和牛去勢

1,558

1,735

例：和牛去勢・枝肉仕入れ価格　１，４００円の場合　１，４００円が買い上げ単価　

■　　流通在庫牛肉保管事業

交雑牛メス

交雑牛去勢

1,101

1,143

和牛メス

枝肉の場合

例：和牛去勢・枝肉仕入れ価格１，９００円の場合　１，７３５円が買い上げ単価　

乳用牛 1,295
乳用牛メス

2,752

1,940

部分肉の場合

280 0.162752 20 0.16 8806

89600

123290

0.162000 20 6400 2000 280 0.16

2752
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